(第1号様式)




（14/4）

（記入日）　　　年　　月　　日
（宛先）名古屋市長

補助金交付申請書兼実績報告書

（断熱窓改修）
　住宅等の脱炭素化促進補助金交付要綱第7条第1項の規定に基づき、下記の通り申請します。
記
１　申請者
　　個人区分（□ 個人　　□ 個人事業主
）
　　法人区分（□ 法人　　）
	フリガナ
	

	氏名／法人名
	

	現住所
	〒

	(注）住民票の住所もしくは登記事項証明書の所在地を記載してください。

	代表者
役職氏名
	
	（注）法人区分の場合は
記入してください。

	生年月日
	　　　年　　　　月　　　　日
	（注）法人区分の場合は代表者の
情報を記入してください。

	電話番号
	（法人区分の場合 担当者氏名：　　　　　）
	（注）日中連絡のできる電話番号
を記入してください。


(注)管理組合の管理者・管理組合法人は、断熱窓改修への補助を申請できません。
２　問合せ先（この申請書について、詳細が分かる方を記入してください。）
（いずれかにチェック）□ 申請者本人　　　　□ その他（以下を記入）
	会社名･団体名等
	
	担当者氏名
	

	電話番号
	
	FAX番号
	


(注)問合せ先に、交付決定日及び交付決定番号等の情報を伝える場合があります。
３　施工した事業者
	事業者名
	

	所在地
（いずれかにチェック）
	□ 名古屋市内　　□ 愛知県内　　□ その他（　　　　　　　）


４　対象システムの設置（導入）場所

□ 申請者現住所と同じ（申請者現住所と一致しない場合は補助対象外です。）
　　※条件を満たしていることを確認したうえでチェックしてください。
５ 事業期間
	事業完了日
	年　　　月　　　日
	(注) 令和9年2月12日までに事業が完了することが交付要件です。


(注)事業完了日は補助対象経費に係る工事完了日を記入してください。

６　誓約事項（本補助金を利用する場合は、以下の項目を確認のうえ誓約し、チェックしてください。）
	□
	申請内容に一切の虚偽がないことを誓約します。

	□
	住宅等の脱炭素化促進補助金交付要綱の内容を確認し、要綱に記載のある対象要件等を満たしていることを誓約します。

	□
	住宅等の脱炭素化促進補助金交付要綱の内容に違反している場合、交付決定の取消しを受けることに異議を申し立てません。

	□
	申請内容に不備や不足がある場合、補助金交付申請書を受付されないことに、異議を申し立てません。

	□
	申請者以外が所有している建物に対象システムを設置する場合、建物の所有者の承諾を得て申請していることを誓約します。


７　備考（報告にあたり特に連絡する事項があれば記入してください。）
	


＜断熱窓改修＞
断熱窓改修を実施した方は、次の８～１３を記入してください。
８　建築区分
	· 戸建住宅　　　□ 共同住宅　　　　（いずれかにチェック）

	（注）共同住宅の場合は、改修するにあたり管理組合等の承諾が必要な場合がありますので、承諾を受けたうえでご申請ください。


９　対象システムの概要　
【製品登録事務局（いずれかにチェック）□ 住宅省エネ2026　□ その他（　　　　　　　 ）】
	番号
	改修方法
	メーカー名
	製品型番
	小数点以下第1位未満切捨

	
	
	製品名
	
	面積

(㎡)
	熱貫流率
(W/㎡・K)

	①
	□内窓設置
□外窓交換
□ガラス交換
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	②
	□内窓設置
□外窓交換
□ガラス交換
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	③
	□内窓設置
□外窓交換
□ガラス交換
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	④
	□内窓設置
□外窓交換
□ガラス交換
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	⑤
	□内窓設置
□外窓交換
□ガラス交換
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	⑥
	□内窓設置
□外窓交換
□ガラス交換
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	⑦
	□内窓設置
□外窓交換
□ガラス交換
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	⑧
	□内窓設置
□外窓交換
□ガラス交換
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


＜断熱窓改修＞
１０　断熱窓の設備本体（窓、ガラス）の購入並びに設置に係る費用（税抜）
	円（A）
	(うち購入費　　　　　　　　　　　円)

	
	(うち設置費　　　　　　　　　　　円)

	（注）システム設置以外に係る工事費、申請者が任意で加入する長期保証等の保証料、補助金申請の手続きのみに係る費用等は含めません。なお、原則として、国の補助事業に申請した金額と同額としてください。


１１　活用した国のリフォーム支援事業の概要
	事業名称
	□ 先進的窓リノベ2026事業
□ みらいエコ住宅2026事業
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
（注）該当する事業すべてにチェックしてください。

	本市に申請する
対象システムに係る
国補助予定額
	円（B）


１２　補助対象経費（税抜）
	　　　　　　　　　円（（A）－（B））


１３　補助金交付申請額（千円未満切り捨て）
	　　　　　　　　　　　　　　　,000 円（補助対象経費×1/3）

	補助対象経費×1/3又は補助上限100,000円のいずれか低い額


補助金交付申請兼実績報告時チェックリスト（断熱窓改修）
※書類を提出する前に、必要書類が揃っているか、必ずご確認ください。
※提出書類は写しでも差し支えありません。
	提出書類

	□
	①　補助金交付申請書兼実績報告書（第１号様式）
➤未記入箇所・チェック漏れ・記入ミスはありませんか。
➤記載内容は、国に申請した内容と一致していますか。

	□
	②　「工事請負契約書の写し」、「売買契約書の写し」又は「注文書・注文請書の写し」
➤契約者名は、「交付申請書兼実績報告書」の申請者氏名と一致していますか。
➤申請者と工事請負業者の双方の押印がなされていますか。（電子契約の場合は不要です。）
➤印紙は正しい金額で貼付、消印が押されていますか。（電子契約の場合は不要です。）
➤断熱窓改修を実施することが分かる記載がありますか。（契約書に記載がない場合は、契約金額が分かる書類を添付してください。また、その場合の内訳書の合計金額は、契約書の契約額と一致している必要があります。）

	□
	③　対象システムを設置した住宅の登記事項証明書（郵送時の消印日前又は電子申請日前６か月以内に発行されたもの）、固定資産の評価証明書もしくは固定資産税の課税明細書（令和８年度のもの）
➤各法務局で発行した書類ですか。（登記情報サービスから出力した書類は使用できません。）

	□
	④　申請者の「住民票」または住所、氏名、生年月日が記載された「住民票記載事項証明書」の写し（郵送時の消印日前又は電子申請日前6か月以内に発行されたもの）

※法人が申請する場合は不要です。
➤「個人番号」は（省略）となっていますか。

	□
	⑤　領収書等の写し（補助事業者が補助対象経費を支払ったことが証明できるもの）
➤宛名は、「交付申請書兼実績報告書」の申請者氏名と一致していますか。
※例えば夫が申請者の場合、妻名義の領収書は使用できません。（連名であれば可）
➤契約書の合計金額と一致していない場合は、但し書き等で対象システムの補助対象経費の内訳の記載がありますか。
➤印紙は正しい金額で貼付・消印がされていますか。（電子領収書の場合は不要です。）

	□
	⑥　断熱窓改修した住宅全体の現況のカラー写真（令和８年４月以降に撮影されたもの）
➤建物全体が映っていますか。

➤複数の住宅等が写っている場合は、矢印等で特定していますか。

	□
	⑦　改修前後の状況を示すカラー写真
➤「補助金交付申請書兼実績報告書」及び「設置した住宅の平面図又は間取り図」と対応するように写真に付番がしてありますか。

➤改修した全ての窓の写真を添付していますか。
➤改修した窓全体が映っていますか。（カーテン等で窓が隠れていませんか。）
➤改修前後の写真は同じアングルで撮影してありますか。

	□
	⑧　設置した住宅の平面図又は間取り図（対象システムに改修する部分の配置及び数量がわかるもの）
➤「補助金交付申請書兼実績報告書」及び「改修前後の状況を示すカラー写真」と対応するように写真に付番がしてありますか。

	□
	⑨　断熱窓の規格、性能等が分かる書類
（設置した製品のメーカー名、製品名、製品型番及び熱貫流率等が確認できるもの）

	□
	⑩　出荷証明書、納品書等の写し
（補助事業者の氏名、製品のメーカー名、製品型番等が確認できるもの）
➤出荷日又は納品日は、「補助金交付申請書兼実績報告書」に記載した、事業完了日以前の日付になっていますか。

	□
	⑪　国のリフォーム支援事業の「完了実績報告書」の写し（又はこれと同等と認められる書類）
➤交付申請書には、国のリフォーム支援事業の申請者名・リフォーム工事を行う住宅の所在地・工事内容、補助金額等の記載がありますか。
➤先進的窓リノベ2026事業又はみらいエコ住宅2026事業と併用した場合、ステータスが「交付決定」となっているポータルサイトの画面を印刷してご提出ください。

	□
	⑫　国のリフォーム支援事業の「補助金交付額確定通知書」の写し（又はこれと同等と認められる書類）

	□
	⑬　工事完了報告書等の工事完了日が確認できる書類
➤申請者の氏名、住宅の住所、工事完了日が記載されていますか。

	□
	①～⑬のすべての書類が揃っていますか。
➤法人が申請する場合は、⑭も必要です。
➤不足がある場合、受付できません。

	□
	申請書や添付書類の控えは取りましたか。
➤ご提出いただいた申請書等の返却はいたしかねますので、予めご了承ください。

	次に該当する場合は、以下の書類も必要です。

	□
	【法人が申請する場合】
⑭　法人の「登記事項証明書」（補助事業に係る住宅のもので、郵送時の消印日前又は電子申請日前6か月以内のもの）

➤各法務局で発行した書類ですか。（登記情報サービスから出力した書類は使用できません。）
➤本店又は主たる事務所が補助対象住宅の住所と一致していますか。



R８脱炭素








いずれかに


チェック





申請者名：　　　　　　　　　　　　　　








